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                       議案第  ４号   

 

 

   工事の請負契約の締結について  

 

 

 柏市清掃工場基幹的設備改良工事について，次のとおり請負契約

を締結する。  

 

 

  令和  ５年１１月２４日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市清掃工場の基幹的設備の改良工事を行いたいので提案する。  
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１  名称  

  柏市清掃工場基幹的設備改良工事  

２  場所  

 柏市船戸山高野５３８番地  

３  概要  

 (1) ごみ焼却施設  

   受入供給設備，燃焼設備，燃焼ガス冷却設備，排ガス処理設

備 ， 余 熱 利 用 設 備 ， 通 風 設 備 ， 灰 搬 出 設 備 ， 電 気 計 装 設 備 ，

建築設備等の更新等  

 (2) 粗大ごみ処理施設  

   受入供給設備，不燃・粗大ごみ処理設備（破砕設備，選別設

備，集じん設備等），建築設備，電気計装設備等の更新等  

４  契約の方法  

  総合評価一般競争入札  

５  契約金額  

  １４，０８０，０００，０００円  

６  契約の相手方  

  東京都大田区羽田旭町１１番１号  

  荏原環境プラント株式会社  営業第一部  

   部長   今  井  孝  治  
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議案第４号資料                

   柏市清掃工場基幹的設備改良工事関係  

 

案内図 

 

工事場所  
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配置図  

 

 

 

 

 
 

〈凡 例〉  

   ： 対象 建 物  

特別高圧線鉄塔 

指定廃棄物仮保管庫２基 

（ボックスカルバート） 

煙突 ごみ焼却施設 

計量機 

 
退出路 

 
粗大ごみ 

処理施設 
 

スロープ 

 
駐車場 

 

計量機 

 
計量機 

柏寿荘 
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計画概要図① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ボックス  

給じん装置 
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凡例           改修箇所  

灰搬出設備  

7



計画概要図② 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
破砕系集じん設備 
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凡例           改修箇所  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選別系集じん設備 
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契約の経過  

 

件名  柏市清掃工場基幹的設備改良工事  

 

１  公告         令和  ５年  ４月１８日  

２  資格審査受付期限   令和  ５年  ５月２６日  

３  資格審査結果通知   令和  ５年  ６月  ７日  

４  参考資料閲覧期間   令和  ５年  ６月１２日から  

            令和  ５年  ６月１４日まで  

５  入札書類受付     令和  ５年  ７月１９日  

６  選定委員会      令和  ５年  ８月２３日  

７  選定の結果  

参加業者名 

総合評価点  

入札金額（千円） 結果 （１００

点満点）  

非価格要素点 

価格点 

荏原環境プ

ラント㈱ 
８０．５点 

３０．５点 

１２，８００，０００ 

最優秀

提案者

として

選定 
５０．０点 

  契約金額は，入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額とする。  

８  落札者の決定の通知  令和  ５年  ９月１４日  

９  仮契約        令和  ５年１０月２５日  

 

10



 

工事請負入札参加業者調書 

 

         業者名 

 調査事項 
荏原環境プラント㈱ 

代表者氏名 山 田 秀 喜 

所在地 

（本店又は主たる営業所） 

東京都大田区羽田旭町１

１番１号 

建設業許可番号 大臣(特-3)第 21698号 

総合評定値 

（清掃施設工事） 
１，４９１点 

年間平均完成工事高 ２０，６９５，０３０千円 

営業年数 ６９年 

資本金 ５，８１２，７６５千円 

主な実績 

新武蔵野クリーンセンタ

ー（仮称）整備運営事業

に係る施設整備工事[東

京都武蔵野市] 
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議案第  ５号   

 

 

   指定管理者の指定について  

 

 

 運動場，プール及び体育館の管理を行わせる指定管理者を次のと

おり指定する。  

 

 

  令和  ５年１１月２４日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 柏市富勢運動場ほか２４施設の管理を指定管理者に行わせたいの

で提案する。  
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１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

(1) 柏市富勢運動場  

(2) 柏市逆井運動場   

(3) 柏市柏の葉庭球場  

(4) 柏市宮田島運動場  

(5) 柏市塚崎運動場  

(6) 柏市利根運動場  

(7) 柏市柏の葉公園運動場  

(8) 新十余二第一公園多目的広場  

(9) 新十余二第二公園庭球場  

(10) 松葉第一近隣公園野球場  

(11) 松葉第二近隣公園庭球場  

(12) 手賀の丘公園野球場  

 （ 13）  手賀の丘公園庭球場  

  (14)  手賀の丘公園多目的広場  

(15)  手賀の丘公園ゲートボール場  

  (16)  しいの木台公園庭球場  

(17)  大津ケ丘中央公園野球場  

(18) 大津ケ丘中央公園庭球場  

(19) 柏市ひばりが丘市民プール  

(20) 柏市逆井市民プール  

(21) 柏市船戸市民プール  

(22) 大津ケ丘中央公園市民プール  

(23) 柏西口第一公園市民プール  

(24) 柏市中央体育館  

(25) 柏市沼南体育館  

２  指定管理者となる団体  

 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目８番１７号新鎌ケ谷Ｆタワー５０３号

室  

 株式会社協栄  千葉支店  

 支店長   朝  武  孝  雄  

３  指定の期間  

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日（大津ケ丘中央公
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園市民プールにあっては，令和８年３月３１日）まで  
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議案第５号資料  

   指定管理者の指定（運動場，プール及び体育館）関係  

 

選定の経過  

 

１  募集要項配布期間     令和  ５年  ７月  ３日から  

  令和  ５年  ７月１０日まで  

２  申請書受付期間      令和  ５年  ８月１０日から  

  令和  ５年  ８月２５日まで  

３  選定委員会（書類審査）  令和  ５年１０月２０日  

       （面接審査）  令和  ５年１０月２０日  

４  選定の結果  

団体名 

書 類 審 査 及 び 面

接審査 

（５００点満点） 

結果 

㈱協栄 ３４９点 候補者として選定 

Ａ ３３５点  

Ｂ ３２６点  

５  指定管理料（指定の期間中の総額）  

  候補者の提案額  １，０６１，５００，０００円  

  （市の予定額   １，０６１，５００，０００円）  

６  選定の結果の通知     令和  ５年１１月  １日  
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                       議案第  ６号   

 

 

   指定管理者の指定について  

 

 

 市営住宅及び共同施設等の管理を行わせる指定管理者を次のとお

り指定する。  

 

 

  令和  ５年１１月２４日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 市営住宅及び共同施設等の管理を指定管理者に行わせたいので提

案する。  
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１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

 市営住宅及び共同施設等  

２  指定管理者となる団体  

  東京都世田谷区用賀四丁目１０番１号  

  株式会社東急コミュニティー  

   代表取締役   木  村  昌  平  

３  指定の期間  

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで  
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議案第６号資料  

   指定管理者の指定（市営住宅及び共同施設等）関係  

 

選定の経過  

 

１  募集要項配布期間     令和  ５年  ７月  ３日から  

              令和  ５年  ７月  ７日まで  

２  申請書受付期間      令和  ５年  ８月１４日から  

              令和  ５年  ８月２５日まで  

３  選定委員会（書類審査）  令和  ５年１０月１３日  

       （面接審査）  令和  ５年１０月１３日  

４  選定の結果    

団体名 

書 類 審 査 及 び 面

接審査 

（６００点満点） 

結果 

㈱東急コミュニティー ４３０点  候補者として選定 

５  指定管理料（指定の期間中の総額）  

  候補者の提案額  ２８３，９９５，０００円  

  （市の予定額   ２８４，０００，０００円）  

６  選定の結果の通 知    令和  ５年１０月２３日  
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議案第  ７号   

 

 

   指定管理者の指定について  

 

 

 あけぼの山公園及び柏市あけぼの山農業公園の管理を行わせる指

定管理者を次のとおり指定する。  

 

 

  令和  ５年１１月２４日提出  

 

 

柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 あけぼの山公園及び柏市あけぼの山農業公園の管理を指定管理者

に行わせたいので提案する。  
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１  指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

(1) あけぼの山公園  

(2) 柏市あけぼの山農業公園  

２  指定管理者となる団体  

  東京都港区南麻布一丁目６番３０号  

  あけぼの山はなやぎプロジェクト  

  構成員  東京都千代田区内幸町一丁目１番１号  

 （代表者）株式会社日比谷花壇  

       代表取締役   宮  島  浩  彰  

  構成員  東京都港区芝一丁目１２番７号  

      株式会社グリーバル  

       代表取締役   村  木    孝  

  構成員  東京都世田谷区千歳台一丁目１番１８号  

      株式会社ランドフローラ  

       代表取締役   川  村  秀  一  

３  指定の期間  

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで  
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議案第７号資料  

   指定管理者の指定（あけぼの山公園及び柏市あけぼの山  

農業公園）関係  

 

選定の経過  

 

１  募集要項配布期間     令和  ５年  ７月  ４日から  

  令和  ５年  ７月１３日まで  

２  申請書受付期間      令和  ５年  ８月  ９日から  

  令和  ５年  ８月３０日まで  

３  選定委員会（書類審査）  令和  ５年１０月１７日  

       （面接審査）  令和  ５年１０月１７日  

４  選定の結果  

団体名 

書 類 審 査 及 び 面

接審査 

（８００点満点） 

結果 

あけぼの山はなやぎプロジェ

クト 

５１５点 候補者として選定 

Ａ ４８４点  

Ｂ ４５１点  

５  指定管理料（指定の期間中の総額）  

  候補者の提案額  ６９９，０００，０００円  

  （市の予定額   ６９９，０００，０００円）  

６  選定の結果の通知     令和  ５年１１月  ７日  
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議案第  ８号   

 

 

   訴えの提起について  

 

 

 次のとおり訴えを提起する。  

 

 

  令和  ５年１１月２４日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 市営住宅の明渡し等の請求に係る訴えを提起したいので提案する。  
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１  訴えの相手方  

  柏市在住  Ａ  

２  請求の趣旨  

 (1) 相手方は，本市に対し，３の建物を明け渡せ。  

 (2) 相手方は，本市に対し，滞納家賃金５７１，３００円（訴訟

の 期 日 ま で に 相 手 方 の 支 払 の 状 況 に よ っ て 金 額 が 減 額 と な っ

たときは，その減額後の額）を支払え。  

 (3) 相手方は，本市に対し，令和４年４月分から令和５年８月分

ま で の 滞 納 家 賃 に 対 す る 当 該 家 賃 の 各 月 ご と の 納 期 限 の 翌 日

か ら 支 払 済 ま で 年 ３ パ ー セ ン ト の 割 合 に よ る 遅 延 損 害 金 を 支

払え。  

 (4) 相手方は，本市に対し，３の建物の明渡しの遅延に係る損害

賠償金を支払え。  

 (5) 訴訟費用は，相手方の負担とする。  

 との判決及び第２号から第４号までについて仮執行の宣言を求め

る。  

３  明渡しの請求の対象となる建物  

  柏市新逆井二丁目７番市営住宅逆井団地の１室  
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議案第８号資料  

   訴えの提起関係  

 

１  訴えの概要及び理由  

  本市の市営住宅である柏市新逆井二丁目７番市営住宅逆井団地

の１室の建物（以下「本件建物」という。）について，入居者で

あった相手方が長期間にわたり家賃を滞納していたため，本市は，

本件建物の賃貸借契約を解除し，相手方に対して本件建物の明渡

し並びに滞納家賃，滞納家賃に対する遅延損害金及び本件建物の

明渡しの遅延に係る損害賠償金の支払を求める訴えを提起しよう

とするもの  

２  事件の概要  

 (1) 本市は，平成２７年１月，相手方に対し，柏市営住宅条例第

８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 本 件 建 物 に 係 る 入 居 者 の 決 定 を し ，

同年２月，本件建物を引き渡した。  

 (2) 本市は，相手方が令和３年２月分以後の家賃を滞納していた

た め ， 相 手 方 と 滞 納 家 賃 の 支 払 ， 本 件 建 物 の 明 渡 し 等 に つ い

て交渉を重ねた。  

 (3) 令和５年７月３１日，本市は，相手方に対し，同年８月３１

日 ま で に 滞 納 家 賃 の 全 額 を 支 払 う よ う 催 告 し ， 全 額 の 支 払 が

なければ本件建物の賃貸借契約を解除する旨を通知した。  

 (4) 本市は，相手方が滞納家賃の支払をしなかったため，同年９

月 １ 日 ， 本 件 建 物 の 賃 貸 借 契 約 を 解 除 し ， 相 手 方 に 対 し て 本

件 建 物 を 明 け 渡 す よ う 請 求 し た が ， 相 手 方 は 現 在 に 至 る ま で

本件建物に居住を続けている。  

 (5) 同年１０月末日現在の未払額は，令和３年２月分から令和５

年 ８ 月 分 ま で の 滞 納 家 賃 金 ５ ７ １ ， ３ ０ ０ 円 及 び 当 該 滞 納 家

賃 に 対 す る 令 和 ４ 年 ４ 月 分 か ら 令 和 ５ 年 ８ 月 分 ま で の 各 月 ご

と の 納 期 限 の 翌 日 か ら 支 払 済 ま で の 年 ３ パ ー セ ン ト の 割 合 に

よ る 遅 延 損 害 金 並 び に 本 件 建 物 の 明 渡 し の 遅 延 に 係 る 損 害 賠

償金２４８，４００円である。  
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議案第  ９号   

 

 

   訴えの提起について  

 

 

 次のとおり訴えを提起する。  

 

 

  令和  ５年１１月２４日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 診療報酬及び高額療養費の不当利得返還金の請求に係る訴えを提

起したいので提案する。  
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１  訴えの相手方  

  Ａ病院こと東京都渋谷区在住Ｂ  

２  請求の趣旨  

 (1) 相手方は，本市に対し，診療報酬及び高額療養費に係る不当

利 得 返 還 金 ６ ， ２ ６ ７ ， １ ８ ３ 円 （ 訴 訟 の 期 日 ま で に 相 手 方

の 支 払 の 状 況 に よ っ て 金 額 が 減 額 と な っ た と き は ， そ の 減 額

後 の 額 ） 及 び こ れ に 対 す る 令 和 ５ 年 １ 月 １ ９ 日 か ら 支 払 済 ま

で年３パーセントの割合による金員を支払え。  

 (2) 訴訟費用は，相手方の負担とする。  

 との判決及び第１号について仮執行の宣言を求める。  
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議案第９号資料  

   訴えの提起関係  

 

１  訴えの概要及び理由  

  本市が相手方に支払った診療報酬等（国民健康保険法第４５条

第１項に規定する診療報酬（以下「診療報酬」という。）及び国

民 健 康 保 険 法 施 行 令 第 ２ ９ 条 の ４ 第 １ 項 に 規 定 す る 高 額 療 養 費

（以下「高額療養費」という。）をいう。）について，相手方が，

Ａ病院が診療報酬の算定方法に規定する要件を満たしていなかっ

たにもかかわらず，特別入院基本料を加算した金額を本市に請求

していたことが判明したため，当該特別入院基本料に係る民法第

７０３条に規定する不当利得返還金及びこれに対する遅延損害金

の支払を求める訴えを提起しようとするもの  

２  事件の概要  

 (1) 相手方は，Ａ病院の開設者であり，医師である。  

 (2) 令和４年１０月３１日付けで，千葉県健康福祉部長から本市

に 対 し ， 相 手 方 か ら 診 療 報 酬 の 返 還 の 申 出 が あ っ た た め 返 還

請求の手続を行うよう通知があった。  

 (3) 診療報酬の算定方法には，厚生労働大臣が定める施設基準を

満 た し た 病 棟 に 限 り ， 当 該 病 棟 に 入 院 し て い る 患 者 に つ い て ，

診 療 報 酬 等 に 特 別 入 院 基 本 料 を 加 算 で き る 旨 が 規 定 さ れ て い

る が ， 相 手 方 は ， Ａ 病 院 が 当 該 施 設 基 準 の う ち 夜 間 の 看 護 職

員 の 配 置 基 準 を 満 た し て い な か っ た に も か か わ ら ず ， 診 療 報

酬等に特別入院基本料を加算して請求していた。  

 (4) 相手方が，本市が診療報酬等の審査及び支払を委託している

国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 に 対 し ， 診 療 報 酬 等 に 加 算 し て 請 求

し た 特 別 入 院 基 本 料 （ 以 下 「 本 件 過 払 金 」 と い う 。 ） の 総 額

は ， 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 分 か ら 令 和 ２ 年 １ 月 分 ま で の 診 療 報 酬 の

う ち 金 ５ ， ２ ９ ２ ， ０ ４ ２ 円 及 び 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 分 か ら 平 成

３ ０ 年 ７ 月 分 ま で の 高 額 療 養 費 の う ち 金 ９ ７ ５ ， １ ４ １ 円 を

合算した金６，２６７，１８３円である。  

 (5) 令和４年１２月１６日，本市は，相手方に対し，令和５年１

月 １ ８ 日 ま で に 本 件 過 払 金 の 全 額 を 返 還 す る よ う 請 求 し た が ，
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相手方は返還に応じなかった。  

 (6) 令和４年１２月２７日，相手方から本市に対し，本件過払金

の う ち ８ 割 に 相 当 す る 金 額 を 本 市 に 放 棄 さ せ た 上 で 残 り の 金

額 を １ ０ 年 間 の 分 割 払 と す る 旨 の 提 案 が あ っ た が ， 相 手 方 が

柏 市 債 権 管 理 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 に 掲 げ る 債 権 の 放 棄 に 係 る 要

件 に 該 当 し な い こ と 並 び に 公 平 性 及 び 公 正 性 の 観 点 か ら 地 方

自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ ０ 号 に 規 定 す る 権 利 の 放 棄 に 適 さ

ないことから，本市はこれに応じなかった。  

 (7) 令和５年９月２１日付けで，相手方から本市に対し，本件過

払 金 の 全 額 の 支 払 義 務 を 認 め た 上 で １ ０ 年 間 の 分 割 払 と す る

旨 の 提 案 が あ っ た が ， 相 手 方 が 地 方 自 治 法 施 行 令 第 １ ７ １ 条

の ６ 第 １ 項 に 掲 げ る 履 行 期 限 の 延 長 に 係 る 要 件 に 該 当 し な か

ったため，本市はこれに応じなかった。  

34



 

                      議案第１０号   

  

  

   示談の締結及び損害賠償の額の決定について  

  

  

 次のとおり示談を締結し，及び損害賠償の額を定める。  

 

 

  令和  ５年１１月２４日提出  

 

 

               柏市長   太  田  和  美     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 令和４年１１月２日に発生した事故について，相手方と示談を締

結し，及び損害賠償の額を定めたいので提案する。  
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１  示談及び損害賠償の相手方  

  柏市在住  Ａ  

２  示談の内容及び損害賠償の額の決定  

  本市は，損害賠償金として，相手方に対し金２，２４０，３７

３円を支払う。  
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議案第１０号資料  

   示談の締結及び損害賠償の額の決定関係  

 

 事件の概要  

令和４年１１月２日，柏市あけぼの四丁目２３１番５先の市道上

において，職員の運転する塵
じん

芥
かい

車が後退した際，相手方の運転する

相手方所有の原動機付自転車が当該塵芥車を避けようとしてブロッ

ク塀に接触し，さらに，当該塵芥車が当該原動機付自転車に接触し

たことにより当該原動機付自転車が転倒し，当該原動機付自転車の

前部及び左側のボディー等を破損し，並びに相手方が腰部等を負傷

したもの  
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